
資料１－２ 
 

令和３年度環境放射能等測定計画（案）について 

 

１ 計画の名称変更 

  安全確保協定に基づき実施している発電所周辺の環境放射能等測定につい

て、計画の名称を同協定に規定されている名称に改める。 

 計画 実施要領 

変更前 
福島県の発電所周辺環境モニ

タリング計画 

福島県の発電所周辺環境モニ

タリング実施要領 

変更後 
福島県原子力発電所周辺環境

放射能等測定基本計画 

福島県環境放射能等測定実施

要領 

 

２ 令和２年度計画からの主な変更点 

⑴ 松葉、ほんだわらの前処理方法の一部変更 

   採取した試料は乾燥処理のうえ測定しているが、放射性セシウムの減衰

等による濃度低下を踏まえ、灰化処理を行うことにより半導体検出装置で

の測定に供する生試料量を増やし、ガンマ線核種濃度の検出限界の向上を

図る。 

 

⑵ 松葉の採取頻度の変更 

   松葉における放射性セシウムは内部取り込みがほとんどで表面付着はご

く少ないとする調査結果が得られており、また、大気浮遊じんの監視強化

により原子力発電所から飛来する放射性物質をリアルタイムで計測できる

体制を整えていることから、今後は、事故後拡充した連続ダストモニタ等

を主力とし、松葉は長期的なレベルの推移や地点間の関係などに着目する

こととし、年４回としていた調査を秋期の年１回に変更する。 

 

⑶ 楢葉町山田岡地点の変更 

   北海道胆振東部地震（平成３０年９月）を受け、停電時に７２時間以上

連続稼働可能な大型の非常用発電機を設置する必要が生じており、現在の

敷地内に設置することが困難であることから、モニタリングポストを同町

大字山田岡字宮下４７から同町山田岡字仲丸１－７７の福島県楢葉原子力

災害対策センター敷地内に移設し、楢葉町山田岡地点における空間線量率、

空間積算線量及び大気浮遊じんの地点を変更する。 

 

 ⑷ 会津若松市追手町地点の変更 

   令和３年５月に会津保健福祉事務所が移転する見込みであり、建屋解体



工事等の影響から調査を継続することが困難となったため、大気浮遊じん

及び上水の会津若松市追手町地点において、同市追手町７－４０から同市

追手町７－５の会津若松合同庁舎敷地内に変更する。 

 

 ⑸ 楢葉町波倉地点の変更 

   現採取地で建物の建設工事が行われていることが確認され、調査を継続

することが困難となったため、土壌及び指標植物の楢葉町波倉地点におい

て、同町大字波倉字浜畑から同町大字波倉字前山に変更する。 
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